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令和７年度 第２回 松本市男女共同参画推進委員会 会議録（要旨） 

 

 

１ 日時   

令和８年３月１３日（金） 午後１時３０分～午後１時５５分 

 

２ 場所 

  ジェンダー平等センター ネットワーク室 

 

３ 出席委員（１１名） 

委員長  青木 豊夫      委員  竹内 尚代 

委員   麻田 仁郎      委員  中嶌 利樹 

委員   小原 静代      委員  中村 哲司 

委員   鎌 妙子       委員  原 大貴 

委員   鴻田 益孝      委員  深澤 佳代子 

委員   越場 路子     

         

４ 事務局 

 人権共生課    課  長  松本 志保 

 同上      課長補佐  北平 知子 

 同上      主  任  大澤 希実 

こども福祉課   課長補佐  北條 悟 

 

５ 会議次第 

 (1) 開会 

  (2) 議事 

ア 会議事項 

（ア）第６次松本市男女共同参画計画の策定について 

  （イ）松本市男女共同参画・人権に関する意識調査について 

 (3) その他 

 

６  会議の要旨 

 

事務局  

会議事項ア（ア）「第６次松本市男女共同参画計画の策定について」、事務局資料に基づき

説明 

 

委員長 

  会議事項ア（ア）「第６次松本市男女共同参画計画の策定について」、事務局の説明が終わ

りました。質疑に入りますので、ご意見・ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 
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 委員 

  ここで質問するのはふさわしいかどうかわからないんですが、意識調査の目的の中に

「18歳以上」とあります。最近小さい時から男女平等の考え方、人権教育をするために、包

括的性教育の課題が割とあちこちで言われていると思います。そうすると小さい時から男ら

しさとか女らしさとかどんどん刷り込まれていかないように、小学校高学年から中学生に、

男と女の平等であるかないか、どういうふうに刷り込まれているかみたいなことの意識調査

はできないのでしょうか。 

 

事務局 

  ご意見ありがとうございます。意識調査につきまして、18 歳以上というのは、成人という

意味で 18 歳以上を対象者とさせていただいております。その他に中高生を対象に意識調査

はさせていただきますので、ご理解いただければと思います。 

 

委員長 

  よろしいですかね。他にございますか。オンラインでご参加の皆さんもよろしいでしょう

か。 

それでは会議事項ア（ア）「第６次松本市男女共同参画計画の策定について」の質問を締め

たいと思います。また出てきましたら、後ほどご意見いただければと思います。次に進めさ

せていただきます。 

 

事務局  

会議事項ア（イ）「松本市男女共同参画・人権に関する意識調査について」、事務局資料に

基づき説明 

 

 委員長 

  報告事項ア（イ）「松本市男女共同参画・人権に関する意識調査について」、事務局の説明

が終わりました。質疑に入りますので、ご意見・ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

 委員 

資料の15ページの（質問項目に）「アイヌの人々に対する差別や偏見などの問題」という

項目があるのですけれども、これって一般的なのでしょうか。こういう項目を入れること

が。 

 

 事務局 

  はい、こちらは今、法務省で掲げている人権の18の課題というものを全て掲げていて、確

かに松本市の場合は北海道ではないので、あまり馴染みはないと思うのですが、全国統一の
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質問を掲げているというところでございます。 

 

 

委員長 

はい、よろしいでしょうかね。オンラインでご参加の方もご意見ありますでしょうか。 

 

委員 

 松本市にパートナーシップ（宣誓）制度がありますよね。その中でいわゆる同性の人が好

きな人とのパートナーシップ（宣誓）制度だと思うのですけれど、今、女性として考えると、

選択的夫婦別姓が煮詰まっていて、全然穴を開けられないっていう状況です。このパートナ

ーシップ（宣誓）制度で、男女の場合でも、そのパートナーシップの、例えば、病院にかか

る時とか病気になった時の問題で、親族じゃなく、いわゆる戸籍上の夫婦でないとダメっと

いうことが、足かせになっているのですけれど、例えば、パートナーシップ（宣誓）制度で

登録されていれば、親族でないとダメなことも受付けますよっていうようなことができたら

いいなっていう風に思っています。ぜひ一度検討していただきたいと思います。 

 

事務局 

  ありがとうございます。おっしゃるように松本市のパートナーシップ宣誓制度は要綱で定

められておりまして、今のところ LGBTQなどの方が対象となっています。今おっしゃって

くださったようなことを検討しまして、また必要なこととして要綱を改正しないと制度も

変更できないものですから、庁内で検討した上で外部にご意見も諮りながら進めていきた

いと思います。またこの件に関してはしばらくお時間いただいて検討してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それではないようですので、以上で本日の議事は全て終了いたしました。議長の任を下ろ

させていただきます。長時間にわたりご協力をありがとうございました。 

 

事務局 

それでは、以上をもちまして、令和７年度第２回松本市男女共同参画推進委員会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

以上 


